
令和３年度 第７回役員会議事要旨 

 

日 時  令和３年９月２２日（水） １０時３０分～１２時１５分 

 

場 所  大学本部２階大会議室 

 

出席者  学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山﨑理事，吉田理事，竹下理事 

 

欠席者  なし 

 

陪席者  佐々木監事，南谷監事，山下附属病院長 

 

１ 審議事項 

（１）令和３年度国立大学法人佐賀大学第１次補正予算（案）について 

    財務課長より，本件について，令和３年度は第３期中期目標期間の最終年度

であることから，計画的な早期執行に努める必要があること及び令和３年度予

算について，収入・支出見込みに変更を行う必要があることから，補正予算を

編成する旨，令和３年度国立大学法人佐賀大学第１次補正予算における編成基

本方針，補正予算概要及び追加財源等について，説明があった。 

次いで，山﨑理事より，第３期中期目標期間の最終年度ということ，また，

現時点での収入等の見込額が算出されることから，この時点での補正予算を組

むことにより，今後執行できる経費等を確定させたい旨，説明があり，審議の

結果，了承された。 

     

（２）令和３年度評価反映特別経費（業務の評価）の評価結果及び予算配分（案）に

ついて 

    財務課長より，令和３年度評価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等

に基づいて，ＩＲ室が評価を行い，その評価結果に応じて予算配分を行う旨の

説明があり，次いで，令和３年度評価反映特別経費に係る業務の評価結果，予

算配分案及び今後のスケジュールについて，説明があった。 

    次いで，西郡ＩＲ室長より，ＩＲデータを用いた評価結果に対する分析内容

及び第４期中期目標期間に向けた指標の見直しを検討している旨，説明があ

り，審議の結果，了承された。 

 

（３）「国立大学法人佐賀大学新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する職員

に係る手当に関する特例を定める内規」の新設について 



    山﨑理事より，本件について，本学で実施した職域接種に従事いただいた医

師及び看護師等に対して，手当等の支給を行うための特例を定める内規を新設

する旨，説明があった。 

    次いで，人事課長より，本内規の概要，支給対象者及び支給手当額等につい

て説明があり，審議の結果，了承された。 

 

（４）佐賀大学医学部附属病院長選考規則の制定について 

    渡理事より，本件について，特定機能病院である佐賀大学医学部附属病院の

管理者（病院長）の重要性を考慮し，選考の透明性を高めることを目的とし

て，「佐賀大学医学部附属病院選考規程」を廃止し，新たに規則を制定する

旨，佐賀大学医学部附属病院長選考規則（案）及び従前の規程からの変更点等

について，説明があり，審議の結果，了承された。 

 

（５）「佐賀大学ＳＤＧｓプロジェクト研究所」の新規プロジェクト設置の認定 

について 

    寺本理事より，本件について，令和３年１０月１日付新規プロジェクトを公

募したところ，１件の設置申請があり，認定をしていただきたい旨，申請され

たプロジェクトの概要及び研究内容について説明があり，審議の結果，了承さ

れた。 

 

（６）学術交流協定（大学間協定）の更新について 

  寺本理事より，平成２８年１０月に締結したオランダのアイントホーフェン

デザインアカデミーとの学術交流協定について，今年１０月で５年の期限を迎

えることから，協定更新の必要性について協議を行い，令和３年１０月から令

和８年１０月までの５年間，学術交流協定を延長する旨，説明があり，審議の

結果，了承された。 

 

（７）令和２年度監事監査報告に対する改善等措置について 

 総務部長より，令和２年度監事監査報告について，国立大学法人佐賀大学監

事監査規則に基づき，本年３月に監事監査結果報告書が監事より提出されたこ

とに対し，学長は改善等措置について監事に通知する必要があるため，各部局

長等が該当する指摘事項について改善策を検討，実施した上で，その内容につ

いて取りまとめている旨，今回の監事監査報告に対する改善等措置の主な概要

等について説明があり，審議の結果，了承された。 

 南谷監事より，１０月から役員会を２回行うことに関連して，役員会に付議

する議題等を整理していただきたい旨の意見があり，また，佐々木監事より，

国立大学法人法において，学外理事を２名以上置くこととしている趣旨を踏ま

えたうえで，役員会の審議事項等の精査を行い，学外理事の意見等をより反映

するべきではないかという意見があった。 

 



（８）国立大学法人佐賀大学顧問について 

    総務部長より，本件について，本学の円滑な運営に資するため，各界の情報

等を広く収集することを目的とし，陶芸家で人間国宝の井上萬二氏に，引き続

き令和４年９月３０日までの１年間，顧問を委嘱する旨，説明があり，審議の

結果，了承された 

 

（９）国立大学法人佐賀大学学長特別補佐について 

  総務部長より，学外の有識者に大学運営への助言，協力をいただくために設

けている学長特別補佐について，引き続き，北村博氏に令和４年９月３０日ま

での１年間，学長特別補佐を委嘱する旨，説明があり，審議の結果，了承され

た。 

 

（１０）その他 

    特になし。 

     

２ 報告事項 

（１）附属病院経営状況について 

 山下附属病院長より，令和２年度附属病院収支実績及び見込（～６月実績），

７月特定保険医療材料高額品目実績（直近６か月まで），医事データを用いた

粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。 

 

（２）令和４年度概算要求事項について 

  財務課長より，本件について，文部科学省へ令和３年８月末までに要求した

事項について，報告する旨，令和４年度概算要求事項のうち，教育研究組織改

革分及び共通政策課題分の概要等について，説明があった。 

  西郡ＩＲ室長より，教育室から選定された教育研究支援組織事業１件の概要

等について，池上海洋エネルギー研究センター長より，海洋エネルギー研究セ

ンターから選定された研究組織事業１件の概要等について，皆本全学教育機構

数理・データサイエンス教育室長より，全学教育機構から選定された数理・デ

ータサイエンス・ＡＩ教育強化分事業１件の概要等について，それぞれ説明が

あった。 

 

（３）令和２事業年度財務諸表の承認について 

    財務課長より，本件について，令和３年８月３１日付にて令和２事業年度財

務諸表が，文部科学大臣より承認された旨，報告があった。 

 

（４）役員会の見直し（案）について 

    総務部長より，本件について，大学の経営に関する重要事項の意見交換及び

情報共有等を中心とした機能強化の実現により，役員会の実質化を図ることを

目的として，１０月以降，役員会を月２回の開催とする旨，開催日及び審議内



容等について，説明があった。 

 

（５）その他 

    特になし。 

 

３ その他 

  令和３年１０月以降の役員及び経営協議会委員について，紹介があった。 

 

以 上 


